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                               2023 年 12 月 22 日 

 

                               株式会社  岩手銀行 

             各種手数料の新設・改定について 

 岩手銀行（頭取 岩山 徹）では、サービスのご提供に係る事務負担やシステムコスト等を踏まえ、

下記のとおり各種手数料を新設・改定をさせていただくこととなりました。 

 お客さまにはご負担をおかけしますが、今後もお客さまにご満足いただけるよう、更なるサービスの

ご提供に努めてまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

１．手数料新設・改定日 

  2024 年 4 月１日（月）  

２．新設・改定する手数料（消費税込） 

（１）残高証明書発行手数料 【改定】 

手数料項目 改定前 改定後 

都度発行 660 円 1,100 円 

継続発行 440 円 880 円 

（２）貸金庫カード再発行手数料 【改定】 

 

 

 

手数料項目 改定前 改定後 

貸金庫カード再発行手数料 1,100 円 2,200 円 
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（３）地方税納付取次手数料 【改定】 

（４）大量伝票処理手数料 【新設】 

 ※対象となるお取引の伝票は、流動性預金の入金伝票・払戻請求書、税金等納付依頼書等となります。 

（対象外：夜間金庫入金帳、パッケージ集金入金依頼帳、振込依頼書（単票・総合振込・給与振込）） 

 ※一度の持込で複数名義の伝票が混在している場合であっても、伝票枚数は合算させていただきます。

（５）破産管財人等特殊口座開設手数料 【新設】 

取扱内容 手数料 

破産管財人等特殊口座開設手数料(個人・法人問わず) 11,000 円 

※対象：破産管財人・相続財産清算人（相続財産管理人）・不在者財産管理人・遺言執行者・ 

遺産整理受任者 

        

                                   以 上 

 

手数料項目 改定前 改定後 

地方税納付取次手数料 550 円 1,100 円 

取扱内容 

枚数 手数料 

1 枚～10 枚 無手数料 

11 枚～20 枚 550 円 

21 枚～50 枚 1,100 円 

10 枚毎 550 円加算 
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              【本件に関するお問い合わせ先】 

岩手銀行 営業戦略部  栗田、菅崎、柏﨑 

電話  ０１９－６２３－１１１１（代表） 

 

 

地方税共同機構が提供する地方税の申告・納付を行うことができる eLTAX（エルタッ

クス）が便利です。 

 

【ｅＬＴＡＸサービスの概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｅＬＴＡＸホームページ ： https://www.eltax.lta.go.jp/ 

         

   ｅＬＴＡＸホームページ ： https://www.eltax.lta.go.jp 

https://www.eltax.lta.go.jp/
https://www.eltax.lta.go.jp/

